
審議事項（４）－２

（3月決算上場・会計監査人設置会社、取締役会設置会社の場合）
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株主に対し、取締役会の承認を受

けた計算書類等を提供する（会437）

実務上、金商法上

の監査報告書日とＦ

／Ｓ提出日は必ず

しも同日ではない。

有価証券報告書には、取締役会の承認を受けた

計算書類で、定時株主総会に報告しようとするも

の又はその承認を受けようとするものを添付する

（企業内容等開示内閣府令17、会438条①、435
②）。

⇒したがって、株主総会前に有価証券報告書を提

出できる。券報告書を提出できる。
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(論点）

この期間に発生した修正後発事象を開

示後発事象に準じた取扱いとしているこ

とを見直すか否か？

この期間に発生した会社の財政状態、経

営成績及びキャッシュ・フローの状況に影

響を及ぼす会計事象をその実態に応じ、

修正後発事象、開示後発事象のいずれ

かに分類する。
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会計監査人は、次の日のいずれか遅い日ま

でに、特定監査役及び特定取締役に対し、

会計監査報告の内容を通知する（計規130）
イ 計算書類の全部を受領した日から４週間

を経過した日

ロ 附属明細書を受領した日から１週間を経

過した日

ハ 特定取締役、特定監査役及び会計監査

人の間で合意した日（該当あれば）
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